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年末年始はセガレの要望で新潟までスキーに
行きました。しかし体力の低下とブランクか
ら思うように滑れなかったセガレは早々に宿
に籠ってゲーム三昧。親父も拍子抜けして酒
をちびちび。そういえば越後妙高名産「かん
ずり」という糀発酵柚辛子を初めて知りま
した。おでんに塗るとモウ日本酒が︕

今年の確定申告の新規受付は終了しました。申
告期は、事務処理にお時間を頂戴します。ご理
解ご協力のほど、お願い申し上げます。

個人所得税の非課税範囲の引上げ、未成年積立NISA、暗号
資産分離課税、賃貸不動産の相続節税防止策、少額即時償却
一個30万円から40万円に増額、消費税二割特例三割見直延
長、免税仕入経過措置延長、償却資産免税点180万円…

２．改正下請法(取適法)で振込料差引禁止へ
中小受託取引適正化法がR8.1月より施行されます。常時使
用従業員数300名(役務委託100名)超の事業者が同名以下の
受託者に委託する場合に適用され、合意の有無に関わらず、
代金からの振込手数料差引を禁止しています。

インボイス制度により課税事業者となった零細事
業者について
例えば免税事業者だった個人がR5.10月よりイン
ボイス登録により課税事業者となる場合、R5.1-9
月(税込売上770万円)は免税、R5.10-12月(同
440万円)は課税となり、税込440万円について納
税義務が生じますが、R7年の基準期間の課税売上
高は1,170万円(770+440/110%)となり、
1,000万円を超えるため二割特例は適用できませ
ん。二割特例は申告時の選択により適用可能な制
度ですので、選択を失念した申告書を提出した
後、更正の請求によって再適用することはできま
せん。インボイス登録により課税事業者となった
者が適用できる二割特例は個人事業者のみ三割特
例となり2年間の延長が予定されています。

3．所得税基礎控除引上げ還付金は相続財産
R7年基礎控除引上はR7.12.1以後の年調・申告で適用され
るため、同日前にR7年分の準確定申告を提出済の場合は更
正請求で差額還付されます。この還付金は相続財産に含まれ
ますが修正申告のペナルティは免除されます。

シルクロード横断︕悠々悪食紀行(2008年)-12中央アジア諸国
イスラム圏では豚肉を食べません。遊牧生活や隊商では充分に加熱した調理がしに
くかったことも理由にあると聞きます。代わりに良く食べられているのは羊肉で、過酷な
環境に耐え頑丈で管理しやすく毛もとれる羊はこうした地域で理にかなっています。
絨毯はペルシャやトルコが有名ですが、遊牧民たちにとっても毛織物は欠かせませ
ん。質素な移動式住居を鮮やかにします。ですが、食文化はいまいち。基本的には
羊肉・トマト・玉ねぎを、塩で焼くか水煮にしただけの料理が多く、やたら油を多く使い
ます。出汁・スパイス・香草類は乏しく調理法も単調で、ナン(原始パン)か小麦麺を
合わせることが多く飽きます。肉に関しては脂身が必ず添えられます。自然に勝つた
め太ることが美徳という風潮がまだあるそう。いっぽう現代では中央アジアの人々の肥
満は社会問題になりつつあるそうです。
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迎春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。本年も何卒よろしくお願いいたします。
 確定申告が必要なお客さまは、お早目のご準備をお願いいたします。

令和8年

税金マメ知識

2月のイベント
・個人の確定申告開始

資料準備はお早めに！
(還付申告は１月からできます！)

・固定資産税第４期納付

元バックパッカー赤羽の旅噺(ﾊﾞﾅｼ)
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